
タクシー利用料金助成事業の実施について

令和４年８月から令和５年３月の期間において、市内公共交通空白地域を対

象としたタクシー利用料金助成事業を実施いたしました。事業期間が終了した

ことから、下記のとおり報告いたします。

１. 和光市公共交通空白地域タクシー利用料金助成事業

l 事業の目的 路線バスや市内循環バスの停留所から離れた公共交通空白

地域に居住する高齢者の外出支援を目的として実施

l 対象者 市内の公共交通空白地域に居住する７０歳以上の和光市民

l 事業期間 令和４年８月～令和５年３月末日

l 配布枚数 １人あたり１６枚

l 対象者数 ２６２名

l 総配布枚数 ４,１９２枚

l 利用枚数 １,２８７枚（利用率 ３０．７０％）

【資料】月別のタクシーチケット利用枚数

※参考 チケットデザイン

利用枚数 利用割合

８月 ３６ ２.７９％

９月 １１０ ８.５４％

１０月 １７３ １３.４４％

１１月 １５８ １２.２７％

１２月 １８１ １４.０６％

１月 １３９ １０.８０％

２月 １７５ １３.５９％

３月 ３１５ ２４.４７％

合計 １２８７ １００％

報告２



２. 令和５年度における和光市公共交通空白地域タクシー利用料金助成事業

□令和５年度上半期

令和４年度に実施した公共交通空白地域タクシー利用料金助成事業と同

様に事業を実施

l 事業の目的 路線バスや市内循環バスの停留所から離れた公共交通空白

地域に居住する高齢者の外出支援を目的として実施

l 対象者 市内の公共交通空白地域に居住する７０歳以上の和光市民

l 事業期間 令和５年４月～令和５年９月末日

l 配布枚数 １人あたり１２枚

l 対象者数 ２５６名

l 総配布枚数 ３,０７２枚

※参考 チケットデザイン

□令和５年度下半期
令和５年１０月に予定している、和光市内循環バスの運行見直しにより、

公共交通空白地域についても変化が生じることから、対象地域及び居住者を

改めて確認のうえ、対象者にタクシーチケットの配布を行う。

タクシーチケットの配布について、これまでは対象者に対して、一括配布と

していたが、当該制度においては事前申請制とする。なお、対象者の条件や配

布枚数等については、現状の制度と同様とする。


